
保険介護課（地域包括支援センター）会計年度任用職員募集要項 
 

【募集受付期間】  

令和６年２月１０日（土曜日）から採用予定者が決定するまで 

上記期間内で、市役所開庁日の８時３０分から１７時１５分までの間に、募集

申込書（指定の様式）を保険介護課地域包括支援センターへ持参又は郵送してく

ださい。 

 ※郵送による申込の場合、市役所に申込書が届いた時点で採用予定者が既に

決定しているときは、受付を行いません。 

 ※応募書類の返却はしません。 

 ※応募条件等の欄に記載された資格のうち、資格を証する書類の写しの添付

が必要とされているものについては、その写しを添付してください。 

  

【採用予定数】  

２人 

  

【選考方法】  

書類及び面接による選考を行います。 

面接日は、応募者と相談の上決定します。 

  

【選考結果の通知】  

面接後、上記の選考結果を郵送で通知します。 

 

【応募条件等】  

次に掲げる地方公務員法第１６条各号の規定に該当する方は、応募すること

ができません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

がなくなるまでの者 

・荒尾市の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し 

ない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加 

入した者 

その他応募に当たって必要な資格、免許、経験等は、次のとおりです。 

 ・普通自動車免許（ＡＴ限定可） 

 ・Ｗｏｒｄ及びＥｘｃｅｌの基本的な操作が可能なこと。 

 ・ケアマネージャーについては、介護支援専門員、社会福祉士又は保健師の資

格、ケアマネージャー（看護師経験者）については、地域ケア、地域保健等



に関する経験のある看護師（准看護師を除く。）、ケアマネージャー（社会福

祉主事任用資格者）については、社会福祉主事任用資格 

  ※資格を証する書類の写しを添付してください。 

 

【職名及び職務内容】  

   職名：ケアマネージャー、ケアマネージャー（看護師経験者）、ケアマネ

ージャー（社会福祉主事任用資格者） 

 職務内容：介護予防ケアマネジメント業務（介護予防計画・介護予防ケアマ 

ネジメント計画作成等）、高齢者の相談対応や支援業務その他地域 

包括支援センターの業務 

  

【任用期間】 

 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 ※令和６年４月１日以降に採用が決定した場合は、採用予定者と協議の上採

用日を決定します。 

 ※勤務成績が良好な場合は、任用期間終了後、再度の任用を行うことがありま

す。 

  

【条件付採用期間】  

上記任用期間のうち、採用されてから１月（採用後１月の勤務日数が１５日に

満たない場合は、勤務日数が１５日に達する日まで）は、条件付採用期間となり

ます。条件付採用期間を良好な成績で勤務した場合に、正式採用となります。 

  

【勤務日及び休日】 

 勤務日：月曜日から金曜日までの週５日 

  休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

【勤務時間】 

 月曜日から金曜日までのうち、 

  ４日間：９時から１６時まで １日６時間勤務 

  １日間：９時から１５時まで １日５時間勤務 

 （休憩時間は、１２時から１３時までの６０分） 

 ※５時間勤務の曜日は、相談に応じます。 

 ※ただし、業務の都合により、上記時間以外の時間に勤務を命じる場合や勤務

時間の割り振りの変更（始業又は終業時間の変更）を行う場合があります。 

  



【勤務場所】  

荒尾市宮内出目３９０番地 荒尾市役所 保健福祉部保険介護課 

 

【報酬等】  

 ケアマネージャー 

   月額１６０，４５４円～月額１６９，３６０円 毎月２１日支払い 

 ケアマネージャー（看護師経験者） 

   月額１５０，３５０円～月額１６２，１７５円 毎月２１日支払い 

 ケアマネージャー（社会福祉主事任用資格者） 

   月額１４０，１７２円～月額１５５，６６４円 毎月２１日支払い 

 

 また、上記報酬以外に、会計年度任用職員に関する条例等の定めるところによ

り、支給条件を満たす場合に、時間外勤務報酬、期末手当、通勤費等が支給され

ます。 

 ※報酬は、上記の金額の範囲内で、今回募集する職と同一の職務経験の年数に

応じて決定されます。 

 ※欠勤等があった場合は、その分の報酬を減額します。 

 ※人事院勧告等により報酬の改定があった場合は、金額が変更される場合が

あります。 

 ※通勤費は、通勤距離が片道２㎞以上の場合に限ります。 

  

【休暇】 

任用期間に応じて、任用時に有給休暇が付与されます。また、荒尾市会計年度

任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところにより、特別休暇（忌 

引休暇、産休等）が取得できます。 

 

【服務】 

信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限等の地方公

務員法に規定する服務に関する規定が適用されます。 

 

【社会保険】  

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

 ※所定勤務時間等の状況により、社会保険の加入要件を満たさない場合は、適

用がありません。 

 

 



【公務災害補償】 

公務上の傷病については、荒尾市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の定めるところにより補償されます。 

 

【問い合わせ先】  

 〒８６４－８６８６ 

荒尾市役所 保健福祉部 保険介護課 地域包括支援センター 

電話 ０９６８－６３－１１７７ 

担当 濱口 

 


